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大阪シティ信用金庫と包括連携に関する協定を締結 

 

本市と大阪シティ信用金庫は、市民サービスの向上、地域の活性化及び地域社会の持続的

な発展を推進するため、令和５年３月１７日（金）、包括連携に関する協定を締結いたします。 

この包括連携協定に基づき、互いが有する人的・物的資源を有効に活用し、地域の活性化、

安全・安心な暮らし、産業振興などをめざして、取り組んでまいります。 

 

＜協定締結式＞ 

 令和５年３月１７日（金）午後２時～ 羽曳野市役所 本館 3 階 市長会議室 

 

＜協定名＞ 

 羽曳野市と大阪シティ信用金庫との包括連携に関する協定書 

 

＜協定内容＞ 

（１）地域の活性化に関すること 

（２）安全・安心な暮らしに関すること 

（３）産業振興に関すること 

（４）子どもの育成に関すること 

（５）環境・美化に関すること 

（６）その他市民サービスの向上に関すること 

 

＜主な連携・協力事項＞ 

 〇市民生活に関する取り組み 

 〇見守り支援に関する取り組み 

〇ふるさと納税に関する取り組み 

 〇企業支援に関する取り組み   など 

  

（問い合わせ先） 

 羽曳野市      電話：072-958-1111（代） 

市長公室 政策企画室 政策推進課 

内線：3512 

 

 大阪シティ信用金庫 電話：06-6201-2833（代） 

   総務部 広報室 


